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1960 年代末に民間の知識層によって日本に概念が輸入されたテクノロジーアセスメント（TA）は，トー

タルシステムのマネジメントとしての側面を持っており，民間においては企業の社会的責任などのために

導入されたものの問題意識が一企業の範疇を超えるため公的機関で実施されることが期待され，一方の政

府においてはプロジェクト単位での予測・評価活動を合理化・正当化することとなった．本稿では TA と

いう概念が産業界・科学技術庁・通商産業省・国会議員などのアクターによってそれぞれの文脈で利用さ

れ，TA の本質的な機能を発現しない形で変容していった過程を方法論的な変遷と政治的な背景の分析から

追っていく． 
 
キーワード：戦略的知性，評価，フォーサイト，システムズアプローチ，フレーミング 

 
 
1. はじめに 
 
 テクノロジーアセスメント（TA）とは，一般的に，従

来の研究開発・イノベーションシステムや法制度に準拠

することが困難な先進技術に対し，その技術発展の早い

段階で将来のさまざまな社会的影響を予期することで，

技術や社会のあり方についての問題提起や意思決定を支

援する制度や活動を指す．欧米における実践では，幅広

い関係者や国民一般を巻き込み，それぞれにとっての便

益や，安全やリスクに対する考え方の違いを認識し，対

話を図りながら科学技術の発展の方向性を舵取りしてい

る．日本では，TAの活動は官民ともに1970年代から散

発的に試みられているが，現在まで制度として確立した

ものはない．現在，TA に類する活動は各機関で断片的

に行われているものの，問題の俯瞰的な把握，不確実性

や価値の多様性の考慮といった点で，政策決定者のニー

ズや社会からの信頼に十分に応えているとはいいがたい．

米国ではTA専門の機関として1972年に世界で初めて設

立された議会技術評価局（OTA）が 1995 年に廃止され

てから，議会内外でなされる科学技術についての分析は，

議会のニーズに対応し，かつ不偏的でバランスが取れた

包括的なものを欠いていると指摘されている 1)．TAの制

度化とは何か，また制度化することが望ましいのかとい

った議題について，欧米の制度やその文脈と比較して検

討することは非常に重要であるが，これについては稿を

改めるとして，本稿では日本において上記の一般的な定

義に従った TA 活動を専門に行う組織・機関が安定的・

定常的に存在しなかったことをもって，TA が制度とし

て定着・確立しなかったと見なし，その理由を分析する． 
日本ではなぜ TA が確立しなかったのかについて，日

本における TA の歴史的展開を追いながら分析した先行

研究 2)3)もあるが，「テクノロジーアセスメント」と呼ば

れる活動のみに注目した断片的かつ表層的なものにとど

まっている．そこで本論文ではTAだけでなく，TAと同

義的に扱われることもあったシステムマネジメント，プ

ロジェクト評価，技術フォーサイトという 3つの概念お

よび実践に着目し，その政治的な背景と併せて TA の概

念と方法論の変容を観察する．類似した概念や実践とし

ては，ほかにソフトサイエンス，オペレーションズリサ

ーチなどが挙げられるが，ここでは上記の 3 つが TA の

歴史的分析において鍵になるとして議論を整理する．な

お，1990 年代後半以降の日本における参加型 TA（コン

センサス会議）はそれまでの TA の流れとは異なるアド

ホック的な試みであり，また，いくつかの先行研究もあ

ることから 4)5)，ここでは取り上げない． 
本稿ではまず 2 章で TA 導入期におけるシステムマネ

ジメント的なアプローチ，3 章でそこからそれぞれ発展

した評価やフォーサイト的なアプローチを取り上げる．4
章ではそれらの方法論的変遷の背景となる各省庁におけ

る政治的文脈を追い，5章では1980年代以降の国家技術

戦略としての TA に対する関心を明らかにする．そして

6 章で日本における TA の歴史を再構築するとともに，

なぜ日本において TA が定着しなかったのかという理由

を探る． 
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2. システムマネジメントとしてのTA の導入 
 
 システムマネジメントとは意思決定を行う計画段階

（システム分析）とそれによって決定されたことを実施

する段階（プロジェクトマネジメント）のすべてを包含

するものと定義される．問題をシステムとして捉えるば

かりでなく，問題解決のための手法そのものもシステム

として理解しマネジメントすることである 6)．以下に見

るように，日本では TA は最初にこのシステムマネジメ

ントという概念に位置付けて考えることができる． 
 
2.1. TA前夜 
 日本においてTAが導入された1960年代末という時代

を俯瞰すると，米国ではアポロ計画など科学技術の進展

が目覚ましい一方で，公害など社会的問題に対する懸念

が広まりつつあった．日本では高度経済成長が一段落し

社会的に余裕が生まれたこともあり，キャッチアップ型

でない日本としての将来像を描こうという風潮が高まる．

欧米の未来学者が，文明の根源的な変化が起きている《断

絶した時代》がもたらす《脱工業化社会》を展望すると，

それに刺激を受けて日本では未来学ブームが到来する．

特に資源が少なく人口密度の高い日本では，《情報化社

会》という言葉の方が人口に膾炙したように，情報通信

産業の成長が期待され，システムズアプローチに多大な

期待が寄せられていた． 
 
2.2. 産業予測特別調査団 
 このような時代の只中である 1969 年 11 月，科学技術

と経済の会のメンバーを中心に組織された産業予測特別

調査団が訪米し，TA という言葉を持ち帰って来る．調

査団は小林宏治（日本電気取締役社長）を団長，林雄二

郎（東京工業大学教授）と牧野昇（日本製鋼取締役）を

副団長とし，野田一夫（立教大学教授），白根禮吉（科学

技術と経済の会事務局長），立石一真（立石電気取締役社

長）ほか電気通信関連企業の代表など総勢21名からなる．

「システム調査団」7)とも呼ばれた彼らの目的は，華やか

な進展を見せている航空宇宙関連会社やシンクタンクな

どの米国のシステム産業を調査することにあった．調査

団は訪問先の一つである科学技術局（OST）で TA とい

う言葉を耳にし，それに「技術革新の成果を社会の場で

再評価，再調整すること」8)という独自の定義を行う．こ

れはOSTの担当官であったレイモンド・ボワーズ 9)10)の

言葉ではなく，林が別の訪問先であるヒューズ航空会社

の面会者から聞いた言葉を採用したものである 11)．再評

価，再調整とは，技術革新の成果が社会で不調和を生じ

ていることに対し，社会科学ではなく技術的に解決しよ

うとすることである．こうした理念に基づく TA の具体

的な事例としては「予算編成の際の PPBS，地域開発計

画の策定の場合におけるORの適用」i)などであり，林に

とって「必ずしも革新らしいものとはいえなかった」8)．

というのも，訪米前年に林を中心とする科学技術と経済

の会のメンバーが提唱していた《超技術》，すなわち政治

や社会，教育などを取り込んだ「新しい観念による広い

分野での技術」につながるものであり，「そのような技術

としてのシステムという概念」11)に TA を位置づけられ

ると考えていたからである． 
 
2.3. 八人委員会 
 八人委員会は，渥美和彦（東京大学教授），唐津一（松

下通信工業取締役），岸田純之助（朝日新聞論説委員），

白根禮吉（日本電信電話公社普及開発部長），平松守彦（通

商産業省），牧野昇（三菱総合研究所常務取締役），松下

寛（野村総合研究所取締役），増田米二（経営情報開発協

会理事）という当時を代表する有識者たちが日本の社会

のあり方に関する政策提言を行うため，1970年に結成さ

れた．彼らは最初に検討する課題としてTAを選んだが，

その理由として，地球規模の環境問題など社会や経済の

各領域だけでは解決できない問題に対し，その中で一番

基本的な立場となる科学技術の発展そのものを見直す必

要があるためとしている 12)． 
 八人委員会による TA の提言の特徴は，「宇宙船地球

号」13)という言葉に縮約されるフラー／ボールディング

的思想である 14)．いわく，「地球という惑星生態系の長

期的な維持・発展を期するため，在来の生産と消費を中

心とした技術に，排出物処理の技術を加えた循環完結の

技術体系と，地球有限の認識に基礎をおく資源節約型の

技術を開発すべきである」15)．ここに公害とエネルギー

という当時の日本で喫緊の課題への対処を示した日本的

な TA の源流がうかがえる．彼らは「循環完結の技術体

系」を体現するものとして，TA とは「技術の開発と適

用に対し，くり返し点検と調整を行うことである」とい

う岸田の定義を採用し，林による定義をエコロジー的文

脈に再定位する． 
 
2.4. ラムソンの定義 
 八人委員会による TA の定義に影響を与えたと考えら

れるものは林の定義の他にもう一つある．日本における

未来学ブームを受け，1970年4月に京都で国際未来学会

が開かれた．米国国立科学財団（NSF）のロバート・W・

ラムソンはここで発表を行い，技術開発と使用にあたっ

て予測（perception），評価（evaluation），コントロール

（control）という 3 つの機能を果たさなければならない

とした．これが後に TA の定義として日本で広まること

になるのだが，ラムソン自身，TA という言葉は「意味

が不明確なので好まない」と語っているように，これが

TA の定義であると見なしてはいない．それよりも「一
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般にテクノロジー・アセスメントというとき，…しばし

ばコントロールの問題までは考えがいたっていない」16)

ことが本当の問題であるとした．ラムソン流の定義自体

は必ずしも新しいものではない．産業予測特別調査団が

OST を訪問するきっかけとなったのは，白根が OST の

スタッフであったレイモンド・バウアーの著作に TA と

いう見慣れない用語を見つけたことにある．このバウア

ーは 1963 年という早くに予期と検知（anticipation and 
detection）・評価（evaluation）・行動（action）という3段
階において技術の副次的影響を見る必要があるとし，後

に彼はこうした試みを TA と言うべきものであると振り

返っている 17)． 
 八人委員会は白根が事務局長を務める科学技術と経済

の会の流れを汲んでいるが，この未来部会は林をリーダ

ー格として，唐津，岸田，松下，渥美，牧野の5人が主

力メンバーとして加わっていた．林は未来学会の創立メ

ンバーでもあり，国際未来学会の招聘も行っている 18)．

ラムソンの発表は未来部会のメンバーの TA に対する考

え方に大きな影響を及ぼしたと見られる．とりわけ松下

は，自ら監修した野村総研の報告書『テクノロジー・ア

セスメントと企業』19)においてこの 3 段階にわたる TA
の概念を採用し，具体的な手法の中に組み込んで紹介す

ることで後の TA の議論において広く参照された．しか

し perception については，この語義自体の曖昧さも手伝

って，ラムソンの元々のアイデアにしたがって将来の《予

測》20)21)22) 23) 24)と捉えるものと，この報告書のようなマネ

ジメント的発想で，より直近の技術の社会影響を見る《事

実認識》25)26) 27)28)29)とするものに解釈が分かれ，これによ

り以後のTA概念の多義性が促進された． 
 この報告書は企業が TA に取り組む際のガイドブック

として書かれており，外部者によるアセスメントの可能

性を示しつつも，基本的には民間による自主的な TA の

あり方を描いている．民間の自己完結的な TA のあり方

を正当化するため，ラムソンの定義が好んで採用された

とも考えられる．しかし，技術の副次的影響を見るとい

う機能的側面ではなく，3 段階にわたって TA を行うと

いう手続き的側面が強調され，それがシステムズアプロ

ーチという方法論と結びつけられたことで，「TAとは手

法である」という固定観念が日本では広まってしまった．

TA は従来の予測や評価に対して概念的な目新しさがな

いとされていたので 30)，手法の革新性に存在意義を見出

す必要があったのだとも解釈できる． 
 
2.5. 民間における実践 
 ラムソンの定義に従って TA を実践することが期待さ

れた民間企業では，TA に対する反応はどうだったであ

ろうか．産業予測特別調査団には TA について「官僚統

制」7)や政府の「強制的査定」31)となるおそれを表明した

者もおり，誤解を防ぐためにテクノロジーアセスメント

という原語のまま用いることにしたという経緯がある32)．

牧野や工業技術院技術調査課長の高橋希一は，政府ばか

りに TA を任せるのではなく，企業みずから TA に取り

組むようにと提案している 31)33)． 
産業予測特別調査団の訪米の翌年，1970 年 5～6 月，

井深大（ソニー取締役社長）を団長とする経済同友会技

術開発調査団が米国航空宇宙局（NASA）を訪問し，公

共行政アカデミーおよびジョージ・ワシントン大学のメ

ンバーたちと TA について討論を行った．特別調査団に

参加した牧野や，彼と同じ八人委員会の一員である松下

も同行した．帰国後取りまとめた提言では，TA につい

て「…それは国の力が成長していく過程で，前向きに行

なわれる広い範囲の知識を総合した評価であって，成長

を否定するネガティブなものであってはならないことは

いうまでもない」34)として，経済成長重視の姿勢を明示

している． 
だが経済同友会は1973年3月に発表した「社会と企業

の相互信頼の確立を求めて」と題する提言において，TA
に対する態度を変化させている．この提言は公害・環境

破壊の深刻化，消費者運動の高まり，土地や一部商品へ

の投機的行為等から企業行動のあり方が厳しく問い直さ

れているなかで，経営方策審議会が約2年がかりで企業

の社会的責任を実践的側面から検討した研究成果である．

企業の社会的責任を求める流れを政府による TA の制度

化に向けた動きと対応させ，「経営者は技術のプラス面の

みならずマイナス面を重視し，その商品化，工業化に先

立ち社会への諸影響を可能な限り点検することを経営方

針とする」，「こうした経営方針に則り，自らの科学技術

開発過程の企画，研究開発，使用段階を通じて，体系的

にテクノロジー・アセスメントを実施する企業内組織の

確立を図る」35)と宣誓する． 
この経営方策審議会の委員長を務めたのは，産業予測

特別調査団の団長でもあった小林宏治である．彼は経済

同友会研究部会の講座で，「ミクロな人間尊重」として彼

が主導するゼロ・ディフェクト（ZD）運動を挙げ，対す

る「マクロな人間尊重」として企業の社会的責任や TA
に触れている 36)．ZD や QC など従業者が協調して製品

の品質管理を行う活動はボトムアップ的であり，その意

識は一企業の範疇を超えるものではない．八人委員会の

メンバーである白根や唐津は早くから品質管理の研究に

携わっていたが，彼らを含め TA と品質管理の関係につ

いての論考が見られない理由は，こうしたマクロ／ミク

ロ的な視点の違いが認識されていたことと，品質管理に

ついては 1950 年代より多くの企業で取り組みが始まっ

ており，70年代初頭までには既に自立した活動として広

まっていたことが考えられる 37)． 
1973年 9月，技術同友会は「人間福祉と技術革新」と
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題する提言において TA の重要性が叫ばれていることを

引き合いにしながら，「技術の社会的影響を正しく評価し，

負効果を排除する努力の原点として，技術人としての社

会的責任を一層自覚し，その使命の遂行に努める」38)と

表明した．ここで企業経営者ばかりでなく，産官学の技

術者も社会的責任という名の下で TA を推進していこう

としていたことが分かる． 
同じく1973年，経済団体連合会は産業政策委員会の下

に産業構造研究会を発足させ，産業構造転換のあり方や

必要な政策について広い視野から検討することにした39)．

そこでの検討を基にした75年の報告書では，従来の技術

進歩が環境破壊や薬品公害，人間疎外などの問題を生み

出したとし，今後の技術開発やその適用に対しては TA
の導入を必須の条件としなければならないとする．「その

ため，既存の資源・環境関係研究所を核として，これら

を発展的に統合して，国土社会生態研究機関を設立する

ことも検討課題と思われる」40)．これは，公害や環境問

題の深刻化や石油価格の高騰など産業を取り巻く諸条件

が変化するなかで，一企業では問題の解決が困難である

との認識により，企業の社会的責任の範囲を超えて技術

の諸影響を評価する方向へ TA の動機が移ったと考えら

れる．そもそも日本の企業経営者は社会的責任問題への

対応において経営参加理念が欠如していたため，「社会的

責任問題を『企業行動の意図せざる結果が意図した結果

を打ち消す』ことに関する問題提起として捉えることを

著しく困難にさせ」41)ていることが TA に対する企業の

消極的な態度に表れたとも言える． 
さらに，不況による経営環境の悪化により，各企業の

自主的な TA ではなく公的研究機関による実施が期待さ

れることとなった．技術同友会も同年，「高等学際研究所

（仮称）」という財団法人においてTAを実施するよう提

言を行っている 42)．これらの提言が出された同じ 1975
年まで，通産省産業技術審議会テクノロジー・アセスメ

ント部会では民間による TA 推進を検討していたが，中

小企業が TA を実施することによる負担の増大を懸念す

る中小企業庁や生活産業局の反対に遭い，実施の義務づ

けを見送った 3)．企業へのアンケート結果や TA セミナ

ーの開催状況などから推定すると，74年頃をピークにし

て民間企業による TA 活動は衰退していったと見られる． 
 
 
3. 方法論的展開 
 
 ラムソンの定義は民間での自主的な TA の取り組みと

して紹介され，政府においても議論の参考にされたと見

られるが，実際の事例の適用にあたっては最後の段階で

あるコントロールを省いた予測や評価が中心となった．

これはもともとの技術予測に対する関心や米国における

TA の早期警報的な定義への準拠ということも背景にし

ていると見られる．本章では，システムマネジメントと

しての関心から始まったTAが 1970年代，一方では研究

技術開発のプロジェクト評価として，もう一方では技術

フォーサイトすなわち技術予測や技術戦略・ビジョンと

して方法論的に展開していった過程を追う． 
 
3.1. プロジェクト評価としてのTA 
 1970 年に訪米した経済同友会技術開発調査団の調査

目的は個々の企業の研究開発ではなく，新幹線などの大

規模な国家的プロジェクトにおけるマネジメントのあり

方を学ぶことであった．また，米国政府が進めていた超

音速旅客機（SST）の開発計画が騒音や安全性などの問

題から放棄されたことを受け，早期に技術の負の影響を

見る（早期警報）という意味で TA による技術の再点検

が注目されていた 43)．このような国家的プロジェクトへ

の関心や 1970 年代半ばの産業構造転換のあり方に関す

る論議から，TA は大きなプロジェクト単位で実施する

ことがふさわしく，個々の企業が自主的に行うものでは

ないという意識が民間で徐々に醸成されていったと思わ

れる． 
 民間での TA の試みは目立った活動として盛り上がる

こともなく衰退していったが，一方の政府機関は 1970
年代前半からTAの事例研究を開始し，TAの制度化に向

けた検討を進めていた．1971年 4月に出された科学技術

会議の諮問第5号答申では，「計画の策定，研究開発の実

施および評価，研究成果の社会・経済への適用など，政

策実施のあらゆる機会を通じて，テクノロジー・アセス

メントを導入することが必要である」44)としている．こ

うしたマネジメント的な発想の TA はしかし，各省庁で

の事例研究を通じて研究開発や技術開発のプロジェクト

に対する評価と同一視されるようになっていった． 
 科学技術庁計画局は1971年4月にテクノロジー・アセ

スメント総合検討会を設置し，その下に設けた分科会で

事例研究を開始した．1972年の科学技術白書ではTAに

ついて「科学技術の及ぼす影響を総合的，多角的に把握

し，代替手段の利害損失を評価し，それを意思決定的に

提示すること」としているが，73年では「科学技術の適

用による影響を総合的，多面的に把握し，評価して，対

策手段を講じようとする手段」，さらに74年になると「技

術を総合的に点検，評価し，技術を社会全体にとって望

ましい方向に制御しようとするもの」というように，TA
の結果によって既存政策が廃止されたり大きく見直され

ることのないように定義をプロジェクトベースの方向に

少しずつ変化させている．1973年度にTAの普及活動と

して，計画局，研究調整局，振興局，原子力局，資源調

査所という科学技術庁関係部局で試験的 TA が実施され

たことも 45)，プロジェクト単位での TA 活動を象徴する
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ことになった． 
通商産業省は1971年5月に省内職員よりなるTA研究

会を発足させ，原子力製鉄の事例研究から TA の調査研

究に着手した．同月の産業構造審議会の中間報告では，

「産業政策の中のトータル・システムの中にテクノロジ

ー・アセスメントを位置づけて行く必要」46)を指摘して

いる．審議会の産業技術小委員会の委員である松下寛の

意向が反映されているためか，TA の実施体制について

は，「技術の予測・調査機能，評価機能と調整機能が必要」

であるとしてラムソン流の定義を行っている．当面のTA
の進め方として「国自らが実施する研究開発のテーマに

ついては，開発着手前にアセスメントを行ない，問題が

ある場合には，テーマの不採択，計画の変更等を行なう」

とする．規定しているアセスメント範囲が，ここで研究

開発プロジェクト単位に矮小化されている．73年1月に

工業技術協議会 TA 部会で中間報告がなされた際も，調

査・分析，評価，修正措置等（結果の反映）と TA の業

務が三点挙げられている 47)．73年3月に「TAのあり方」

という答申が部会より出されると，通産省はこれに基づ

き自らが関連する研究開発プロジェクトについてできる

限り TA を実施することとし，重要技術研究開発費補助

金交付に際し必要と思われる技術での実施を義務づけた．

しかし3年ほどの実寿命でこの制度は技術開発の長期戦

略のための評価・予測の導入と入れ替わる形で廃れてい

った 48)．工業技術院では71年度にPRETEQSと呼ばれる

定量的評価手法を開発し，事例研究として約120の研究

開発課題について調査・事前評価を行っている．労働災

害，公害の減少，生産品による事故の減少という項目に

ついては負の効果を評価できるようにマイナス点の評点

を設け，TAの思想を加味する試みだと説明している 49)50)． 
結局のところ，工技院技術調査課において，TA は事前

調査・事前評価であるとの認識にとどまっていた 51)．工

技院ではさらに 75 年度には産業技術開発長期戦略策定

のために手法を発展させ，技術開発課題の評価を行って

いる 52)．この活動は次節でも採り上げる． 
 
3.2. 技術フォーサイトとしてのTA 
 技術フォーサイトとは，大きな経済的・社会的便益を

生むような戦略的研究分野や新興技術を見極める目的で

科学技術や経済社会の長期的将来を探索する系統的な活

動を指す 53)．フォーサイトは日本では予測，戦略，見通

し，展望，ビジョンなどの策定活動に相当する i)． 
 1972年，科学技術と政策の会の事務局長であった白根

禮吉と，科学技術庁計画局計画課で TA の事例研究に携

わっていた越川文雄は，国家レベルの問題に先見性や革

新性が強く要求されるようになり，企業と同様な計画化

やトップマネジメントの役割が必要となっているとして，

特に TA という面から国の計画機能に対する新しい要請

が強まってきていると分析する 54)． 
岸田によれば，TA を中心的概念とするような新しい

技術時代には「技術の可能性から出発して技術予測をす

るのではなく，人間，社会，環境などが技術に何を求め

るか」というアプローチを取らなければならなくなった

という．こうした技術予測の手法は幅広い対象を考慮し，

多様で複数の価値判断を基礎にしたものでなければなら

ないとして，「それがまさにテクノロジー・アセスメント

なのである」と言う．さらに，「新しい技術時代の技術予

測は，単一の技術予測ではなくて，諸々の技術予測手法

を駆使した，いわばネットワーク的な技術予測が必要と

なる．それをテクノロジー・アセスメントという新しい

言葉で表現しているにすぎない」55)．ここで TA は「技

術予測の延長のような意味もあった」56)と言える． 
 1969 年に渡米した産業予測特別調査団は技術予測の

一手法である《デルファイ》の実践法を学んできた．牧

野昇はとりわけこの手法に関心を抱き，日本での技術予

測に役立てようとしている．牧野は研究開発評価を「選

択のための評価」として区別する形で技術の事前の予

測・評価の概念や手法を洗練させ 57)58)，中でも技術予測

に集中して携わっていった． 
 科学技術庁では1970年3月から4月にかけて計画局計

画課が技術予測に関する基本研究会を開催し，委員であ

る学識経験者から参考意見を求めた．かねてから科学技

術の長期計画の策定を意図していた科技庁が国家規模の

広範な技術予測を実施することは意義がある，との意見

が出された．そこで分科会方式で課題を設定し，デルフ

ァイ法による技術予測を実施した 59)．その後約5年ごと

に調査が実施され，個々の技術の発展を楽観的に予測し

ており正確性が低いという批判は見られたものの 60)，第

5 回以降は科学技術政策研究所が調査を引き継ぐ形で現

在も継続されている．牧野は第1回から第7回まで技術

予測委員会の委員長を務め，長年にわたり技術予測の発

展と振興に尽力した． 
 通産省は1963年，貿易自由化後の国際競争力強化のた

めの中核技術の抽出と，それらの技術開発を促進するた

めの施策を検討した 61)．これを契機に始まったビジョン

行政は1970年代にTAの概念を吸収する形で発展し，以

後も通産省の長期技術政策形成に役立てられることとな

った 62)．1974年には工業技術院に産業技術開発長期戦略

策定研究会が設置され，新しい時代にふさわしい技術戦

略の構築を求めて検討を行った．これは産業構造審議会

での検討や，経済企画庁における経済社会基本計画 63)な

どによって見通された長期的な産業・社会のビジョンに

対し産業技術政策を位置づける狙いがあり，科学技術庁

の技術予測，工業技術院の TA についての調査研究の成

果も活用されている 64)．工業技術院技術調査課長であっ

た島弘志はこれまでのTAに対する理解として，「いかに



社会技術研究論文集 Vol.6, 42-57, Mar. 2009 

47 

TA するか（HOW）という，いわば戦術的な側面に重点

が置かれすぎ，なぜTAをするのか，何をするのか（WHY，
WHAT）といった戦略的な側面が看過されてきた」65)と

分析する．そのような問題意識の下に進められた長期戦

略策定は77年にまとめられた． 
 
 
4. 省庁における取り組みの政治的背景 
 
 前章までで見てきたような TA あるいはそれに類する

活動の方法論的変遷は，1970 年代に事例研究として TA
に取り組んでいた科学技術庁や通商産業省の置かれてい

たそれぞれの政治的な文脈によるところが大きいと見ら

れる．本章では環境庁を含め TA に取り組んでいた 3 つ

の主要な省庁について，その活動動機や撤退の政治的な

背景を探る． 
 
4.1. 科学技術庁：縦割りと説明責任 
 1975 年の OECD の報告書に執筆した計画局長の越川

文雄によれば，TA には「意思決定者が意思決定過程の

改善のために出資したいと思うもの」と「意思決定者が

周囲の圧力にあって引き受けざるを得ないもの」があり，

後者は前者と違って最適な代替案の探索というよりも負

の影響の最小化が目的であるとする 66)．後者は当該技術

の発展が前提になっており，科学技術白書における定義

もこれに接近していることから，原局，とりわけ原子力

局 67)の技術プロジェクトに対し代替案を提示する役割が

与えられなかった計画局長の立場が推し量れる 68)．その

ため，TA は各原局の進めるプロジェクトの説明責任を

果たすための道具としての意味合いが強かったと見られ

る．実際，計画局内では，TA は政策決定と直に結びつ

くようなものではなかったため，真剣に取り組む雰囲気

はなかったようである 69)．最初に事例研究として取り上

げられた TA のテーマは技術予測に関わった委員からの

意見を踏まえて委員会で選定されたということもあり，

計画局内では TA は技術予測と互換的な活動として認識

されていた 56)． 
 計画局ではこうした縦割り型の TA 活動に限界を感じ，

米国OTAのような議会TA機関の創設を目指したことが

ある．1977 年から 78 年後半にかけて国会議員と個別折

衝を行ったが，「日本でもこれをやるかどうかということ

で私もかなり検討したのですが，なかなかやろうとする

と，科学技術庁でやれという感じにどうしてもなるので

す」70)と当時の計画局長であった大澤弘之が述懐するよ

うに，議員は TA 活動を議会で引き受けることは念頭に

なかった．また，議会調査局も議員の反応が鈍いため及

び腰であった．結局折衝は物別れに終わり，科技庁では

これにより TA の法制化を断念するとともに，事例研究

からも手を引いた 71)． 
 このようにして，科技庁では1970年代，各原局の進め

るプロジェクトに対する説明責任として TA を行う意味

合いが強くなり，扱う問題が原局間を横断するものにな

りがちな TA よりも，それと互換的な活動と見なされて

いた技術予測に注力していくことになったと考えられる． 
 
4.2. 通商産業省：正当化と社会受容 
 通産省は1971年に新設された環境庁の活動を警戒し，

自ら所管する技術の開発に対して負の環境影響などを環

境庁から指摘され，干渉されることを好まなかったとさ

れる．そこで他の省庁が取り組む前に自分たちの扱う技

術に対して工業技術院の技術調査課を中心に TA を実施

し，技術開発の妥当性を対外的に示そうとした．科技庁

に対しても，TA についての訪米調査や事例研究におい

て協力しながら共同的に実施しようと持ちかけ，科技庁

の TA 活動に対しても牽制を行った 71)．技術開発の妥当

性を対外的に示すという考え方は，産業技術審議会研究

開発部会の報告書 72)や通産省の TA 関連政策に深く携わ

った大島恵一による「TA は社会による新しい技術の受

容に関したプロセスである」73)という言葉にはっきりと

表れている．原子力工学を専門とする大島は，1973年頃

から議論され始めた原子力の社会受容の問題 74)75)につい

て関心を持ち，TAもその文脈に位置づけたと見られる．

工技院が77年にまとめた産業技術開発長期戦略ではTA
を技術の生産と使用の両側面に関連するものだとし，「事

前のアセスメントによって使用の側面における問題点が

発掘し，開発主体に示唆を与え，かつまた当該財の生産

に関し国民の多様な価値観を背景に判断が分裂している

ような場合には，価値の側面における国民的コンセンサ

ス形成という手段をも講じなければならない」76)として，

コンセンサスという言葉によって技術の社会受容を進め

る方向性を示した．事務局であった技術調査課長の島は，

科学技術と市民との関わりについて，自らの経歴の中で

常に意識を置いていたテーマだと述懐している 77)． 
 この長期戦略が打ち出され，科技庁の事例研究が下火

になった1977年頃から，通産省におけるTAの事例研究

は工業技術院ではなく傘下の財団法人である日本産業技

術振興協会が中心になった．同協会では民間での TA 活

動の促進も細々と続けていたものの，1990年頃にはその

活動も完全に停止した 3)． 
 通産省において TA から長期戦略に政策的比重が移さ

れた背景として，サンシャイン計画の存在も見逃すこと

はできない．1974年の計画開始と同時に始められた4つ
の研究テーマ（太陽エネルギー技術，地熱エネルギー開

発利用技術，石炭のガス化・液化技術，水素エネルギー

技術）に対する TA は「経済・社会環境および自然環境

に与える影響について事前評価を行なう」78)という目的
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を持っていた．1次TAが1977年に終了すると，サンシ

ャイン計画の総合研究は研究開発管理手法や研究開発戦

略分析などが中心になり，計画推進支援研究が本格化し

た 79)． 
 1973年の石油危機により，高度成長から安定成長への

転換を求められる日本にあって，通産省では技術開発の

優先度を明らかにして戦略的に研究開発資源を配分する

必要から，ビジョンや長期戦略を打ち出した．TA はそ

の大きなフレームワークの中に位置づけられることとな

り，技術推進機関が自ら技術の負の側面に対しても配慮

している姿勢を示すことで，技術開発の正当性と社会受

容を進めようとした．これは原子力開発やサンシャイン

計画における動きと同期し，通産省においては，TA の

ような事前調査・評価から，より戦略的に何をすべきか

という実利的な関心に移っていった． 
 
4.3. 環境庁：環境アセスメントへの関心 
 環境庁は1971年の発足後初めて著した72年の環境白

書において，農薬や有鉛ガソリン，PCBなどに対する環

境保全面から TA の必要性が高まっているとし，日米の

TA に対する取り組みを紹介して日本における活動の活

発化を期待した．翌 73 年の白書では PCB を採り上げ，

特に環境を通して人の健康に関わる問題に TA の概念を

適用することは重要であるとした．その上で「化学物質

の審査及び製造等の規制に関する法律」（化審法）による

化学物質の事前審査制度を紹介し，TA の潮流に乗った

法制化であることを示唆した． 
 1972年6月の「各種公共事業に係る環境保全対策につ

いて」の閣議了解を皮切りにして環境アセスメントの制

度化が本格化していくなかで，73年の白書では「科学技

術についてのテクノロジー・アセスメント」に対し，「そ

の考え方を環境に影響を与える企業や政府などの行為に

も広く適用する環境アセスメント」という区別を行う．

プロジェクト単位での TA は環境アセスメントの理念と

手段に適合しており，環境庁では TA と環境アセスメン

トを並列に論じながら，誕生したばかりの環境庁の所掌

としてふさわしく，より緊要で実体的な環境アセスメン

トを制度化する方向に注力していった． 
 その後1974年の環境白書では，新エネルギーの開発に

際して環境保全の観点から TA を実施していく必要性を

挙げているが，この新たな視点は通産省の新エネルギー

や省エネルギーの技術開発プロジェクトに対する TA の

取り組み 80)81)と重複していたこともあり，以後環境庁に

おいてTAについての言及は見られなくなる． 
 
 
 
 

5. 1980 年代以降：国家技術戦略としてのTA 
 
 前章までで見たように，1970年代半ばまでに各省庁に

おけるTAに関する活動は下火になっていたが，80年代

半ばに TA は国会において再び注目されることとなる．

80年代以降のTAに対する関心は，方法論的に言えば前

述した 70 年代のプロジェクト評価の流れを受け継いで

いる．だが議論の場は政府から議会に移り，TA の目的

も各省庁がそれぞれ抱いていた思惑とは異なり，国家技

術戦略という大きなものになった．本章では1980年代以

降の社会的・政治的文脈を追う． 
 
5.1. 研究評価の制度化 
 日本初の原子力動力船である「むつ」は，1974年9月
の出力上昇試験の際に放射能漏れが発生し，以来開発計

画の停滞が続いていた．自民党科学技術部会が 84 年 1
月 17 日に廃船決定の発表を行うと，原子力委員会は 24
日に原子力船研究開発の観点から「むつ」の重要性を強

調し，実験が継続されることとなった．3 月の衆議院科

学技術委員会 82)および4月の本会議 83)では社会党の松前

仰議員が他の科学技術分野の研究開発への展望と対比さ

せながら「むつ」にかかる研究投資が効率的でないこと

を指摘し，政府による TA の制度化を強く求めた．対す

る科学技術庁は，実施機関あるいはその関係機関で評価

がそれぞれ実施されているが，科学技術会議内に小委員

会を設け，横断的で統一的な評価のあり方を検討してい

ると答弁した． 
 参議院本会議 84)でも，自民党の中山太郎議員が「政治

と経済と科学技術の絡まり」の重要性を強調し，国の研

究開発投資額が増大しているものの日本の政府機関では

十分な評価体制がないことを指摘する．米国では OTA
が設置され順調な活動を続けている実態を示しながら，

「政府におかれても，政府の投資をする研究に対して一

定期間厳しい評価を行うところの制度を制定する御意思

があるのかないのか，明らかにしていただきたい」と中

曽根康弘総理大臣に迫る．中山はここで TA と研究評価

を等しく扱っているように見えるが，「テクノロジー・ア

セスメントの考えは，研究の評価においても基本となる

思想であろう」85)と自著で語っているように，TAを理念

的なもの，研究評価を制度的・手法的なものという区別

はしているようである．これに対して答弁者の中曽根は

「研究管理等研究評価に対して御質問をいただきまし

た」と TA には触れずに，研究管理と研究評価を適切に

実行していく必要性に同調しつつ，研究評価に対する指

針作りを進めていることを言明する． 
 1980年代初めまでに，以下のような理由で日本では評

価に対する関心が高まっていたとされる．（1）中曽根政

権の政治課題が政府助成の効率性を向上させることにあ
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った，（2）1970年代の公的助成研究の急速な拡大が緩や

かになり見直しの気運が高まった，（3）キャッチアップ

型研究開発から脱却し，評価基準が分かりにくくなった，

（4）エネルギーや原料価格が不安定になり，サンシャイ

ン計画やムーンライト計画で開発された技術を実用化で

きなくなった，（5）公的研究機関が応用研究から戦略的

研究や創造的基礎技術へと焦点を移していった，（6）評

価に関する合意形成システムは時間がかかり，深刻かつ

複雑な問題にうまく機能しないことが明らかになった86)． 
こうした状況にあって科学技術会議も政府助成研究の

評価を導入する必要性を感じたため，研究開発小委員会

に研究評価の指針策定のための部会を設置した．部会長

はシステム工学を専門とし，日本学術会議会長である近

藤次郎が務めた．1982 年から 84 年までに旭リサーチセ

ンターが実質的な調査研究を行い3つの報告書にまとめ

ると，これを基に科学技術会議では第 11 号答申 87)なら

びに第一次行革審答申 88)にある「大規模な研究開発プロ

ジェクトの評価」について自主的に調査討議し，1986年
5月に「研究評価に関する基本的考え方」，9月に「研究

評価のための指針」を取りまとめた 89)．その後「大規模

プロジェクト評価の検討の進め方」，科学技術会議第 13
号答申（国研問題），そして89年の関連各省の「評価マ

ニュアル」策定にいたる一連の動きがあったが，公的研

究機関では独自の取り組みが主であり，指針やマニュア

ルそのままの形で定着することはなかった 90)．研究開発

評価の制度化の進展は，1996年の科学技術基本計画を受

けて内閣総理大臣決定された97年の「大綱的指針」や，

同年に始まる行政改革の一環として導入された「独立行

政法人通則法」やいわゆる「政策評価法」等の施行を待

たなければならなかったのである． 
 

5.2. 国家技術戦略の必要性の高まり 
 松前仰・中山太郎の両議員は TA に対する関心を示し

ながらも，「むつ」などの政府による技術開発プロジェク

トの効率性に主たる関心があったため，議会内ではなく

政府内において TA を制度化することを期待していた．

そのため，こうした議論は科学技術会議が1986年に研究

評価に対する考え方や指針を示したことでいったんは収

まった．しかし87年から日米科学技術協力協定の改定を

めぐって日米間に摩擦が生じ，科学技術の国家戦略の重

要性が認識され始めると，改めて TA の必要性が叫ばれ

るようになり，議会 TA 機関の設立に向けた動きへと繋

がっていく． 
 1988年4月の衆議院科学技術委員会において日米科学

技術協力に関する諸問題というテーマで会議が開かれた

際，日本学術会議会長の近藤次郎と帝人理事の内田盛也

が参考人として発言し，衆議院議員となった中山太郎が

質問を行っている 91)．これが契機となり，内田は6月に

科学技術会議国際問題懇談会にメンバーとして招かれる．

さらに技術革新の国際戦略を主題とするシンポジウムが

自民党総合政策研究所の主催で開催され，内田や石井威

望（東京大学教授），西澤潤一（東北大学教授）らがパネ

リストとして参加した．こうした勉強会を通じて科学技

術の国家戦略的重要性を考える雰囲気が自民党内へ広が

り始め，中山も再三にわたり内田に科学技術政策推進へ

の協力を要請した 92)．これに応えた内田のほか，近藤次

郎や向坊隆（東京大学名誉教授），渡部宏（日立製作所副

社長）が中心となり，1988 年 11 月 8 日，自民党と産官

学からなる国際技術戦略研究会を設立した．この研究会

は国際戦略の下で日本の科学技術政策を総合的に検討す

る場であり，特に知的所有権政策については，各省庁の

意思疎通が必ずしもスムーズに行っていないこともあり，

同研究会で意見の集約を図っていくことを狙いとした93)．

なお，同研究会は岸田純之助が安全保障と科学政策を担

当し，活動方針を取りまとめている 94)． 
 近藤次郎は1989年から2年間実施された技術同友会の

調査研究プロジェクト「テクノロジーと人間福祉」にお

いてプロジェクト委員長を務めている．この報告書では

TAの理念の重要性を改めて認識し，「どのようなテクノ

ロジーを開発・利用していくかという計画段階より，技

術コントロールの新たな枠組みに沿った形での技術発展

の望ましいガイドラインを作るために TA を実施してい

く必要がある」95)と述べている．このような実施段階に

おける技術のコントロールや，有限性の条件下での調和

システムの構築を目指すという方向性は，2 章のシステ

ムマネジメントの思想を色濃く残している．これは1988
年にCELSS（閉鎖生態系生命維持システム）研究会を創

立した近藤や，プロジェクト委員でもあり研究部会の主

査を務めた岸田純之助，プロジェクト委員の林雄二郎の

影響が強いと見られる．また，この報告書では，「米国の

OTA（Office of Technology Assessment）のようなTAを行

う公的機関の設置を期待する」として，議会 TA 機関の

可能性も残した含みのある表現を用いるとともに，「国際

的な TA 活動にも積極的に取り組んでいく必要がある」

として日本の国際技術戦略のあり方にも触れている． 
 
5.3. 科学技術と政策の会 
 1994年6月，中山太郎衆議院議員と前出の松前仰の長

兄である松前達郎参議院議員を代表，内田盛也を顧問と

して，共産党を除く超党派の国会議員約150名と学識経

験者10名が参加する科学技術と政策の会が発足した．こ

の会の構想を温めていた松前は東海大学学長を務める工

学博士でもあり，早くから科学技術の評価に強い関心を

示していた．77年の著書では，日本の自然地理的要因か

ら来る社会問題を解決するには TA など「より高度の政

策科学的手法を思い切って導入する」以外にないとした
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上で，「政治が科学を再評価し，自らの政策の中にその効

用を発見し実行していくほかに道はないことを認めるべ

きである」96)と訴えている．彼は同会の設立にあたり，

科学技術政策に欠かせない人物として中山に設立の相談

を持ちかけた．中山は既に国際技術戦略研究会に携わっ

ていたため，内田と相談した上で研究会を発展的に解消

することとした．この研究会に参加していた議員は科学

技術と政策の会へ，学術会議会員主導による活動は内田

や渥美和彦らが1994年12月に設立した科学技術基本政

策研究会 97)98)へと分かれたものの，それぞれの活動は互

いに刺激し合った 92)． 
 科学技術と政策の会は1995年 1月20日に招集された

通常国会に議会 TA 機関となる「科学技術評価会議（仮

称）」を創設する法案を提出するとしたが 99)，これは果

たされなかった．95 年 11 月に科学技術基本法が成立す

ると，科学技術政策におけるトップダウンコントロール

の次の目標として，同会は再び評価会議設置の国会への

提出を検討した 100)．中山太郎は「科学技術を国家戦略と

して推進するには省庁や産学の枠を超えて中期戦略の策

定や戦略的プロジェクトに必要な投資と効果などを評価

する機関が国権の最高機関である国会にどうしても必要

だ」と語り，長距離ロケットや原潜「むつ」，新型転換炉

（ATR）などの過去の政策を例に引きながら訴えた 101)．

以前からこうした評価の必要性を強く主張していたのは

東京工業大学学長であった斎藤進六および内田盛也であ

り，彼らから中山が示唆を受けていたようである 102)．97
年には評価会議の事務局を国会図書館に置くことに変更

し，三たび法案提出を目指した 103)． 
 さらに 1999 年に開かれた科学技術と政策の会の第 6
回総会では科学技術評価会議設立に向けた決議を行い，

翌年2月にはシンポジウムを開催している．評価会議の

設置運動が再燃した理由として，東海村での臨界事故や

相次ぐロケット事故で日本の科学技術に対する国内外の

信頼が失墜したことがある 104)105)．だが同会は 2002 年 3
月の第7回総会以後解散し，科学技術評価会議設置の立

法化も実現しなかった．懸念された官僚からの抵抗 106)107)

のほか，国会議員の立法能力，制度の運用能力および関

心の低さ，事務局となる国会図書館が議員の関与する組

織を好まず消極的であったことが指摘されている．また，

科学技術基本法案に対して協力した科技庁の意向から基

本法に「人文科学のみに係るものを除く」という文言が

入ったことに対し，文部省や日本学術会議の人文系の大

学者から反発があった．こうした経緯から，彼らは評価

会議法に対しても協力的でなかったという 102)． 
ただし，近年の政治的文脈において TA の潜在的ニー

ズが再び高まっていることに注目する必要がある．2007
年になり宇宙基本法や海洋基本法が議員立法で制定され

るなど，議員主導によって各分野に対する国家的な安全

保障戦略を策定しようという動きが慌しくなった．法律

には明文化されていないが，各基本法における科学技術

戦略と併せて社会的な影響を探索する活動に対しても資

源配分が進むかもしれず，それが実質的な TA となる可

能性が期待できる． 
 
 
6. なぜ日本でTA は定着しなかったのか 
 
 1970年代における日本でのTAの歴史を追った先行研

究 2)3)によれば，日本でTAが定着しなかった理由として，

「技術推進者からの反発」，「負担の大きさとメリットの

不明確さ」，「公害問題の沈静化」，「石油ショックによる

意欲低下」，「開発者が自主的に行う TA の限界」，「評価

制度が行政から独立していないこと」，「手法への依存と

手法開発の困難さ」を挙げている．それぞれについて詳

細な議論はしないが，たとえば最初の4つの理由につい

ては，1970年代半ばに経団連や経済同友会，技術同友会

が産業構造の転換や企業の社会的責任のためにそれぞれ

TA の必要性を認識しており，その背景として公害問題

の深刻化や石油価格の高騰を挙げていた事実を説明でき

ない．次の2つはTAの制度的なあり方についてOTA的

な組織という固定観念に引っ張られており，最後の理由

については TA の本質から見た方法論的な問題点の分析

に欠ける．いずれにせよ，これらの先行研究において

1970 年代の取り組みは「TA の定義や概念が不明確」と

指摘していることが，そのままこれらの研究自体にも言

え，TA とは何かという本質的な議論をおざなりにした

ままTAと呼ばれた活動だけを見ているため，TAの定義

や概念が明確にされないままである．そこで本研究では

主題を再帰的に扱い，TA の歴史について新たな視点を

織り交ぜながら，日本的な TA の概念の明確化と，それ

に関連する「TA の制度化が果たされなかった理由」を

考察する． 
 
6.1. 概念と手法の揺らぎ 
 前章まで TA あるいはそれに類した活動の歴史を，3
つの隣接概念をキーワードにした異なる視点から分析し

た．ここまでの流れをまとめながら，なぜ日本で TA が

定着しなかったのか，その理由を探ってみよう． 
 米国における1960年代後半は，アポロ計画の成功と，

それと対照的な社会・環境問題の深刻化に象徴される．

その時代にあって巨大技術開発を担う航空宇宙軍事関連

企業や，ソフトサイエンスやソフトテクノロジーなどに

より社会問題の解決策を提示するシンクタンクが，シス

テム産業として華開いた時期でもあった．一方の日本で

は高度経済成長が一段落し，日本として情報化社会のあ

り方を展望するため，未来学がブームとなり，システム
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ズアプローチへの関心も高まった．情報通信業界を中心

とする民間の産業予測特別調査団が 1969 年に訪米し，

TA という言葉を持ち帰ってきたが，それは社会の問題

をシステム論的に解決しようとする理解に基づいていた．

その後，技術文明の見直し，また環境・エネルギー問題

へのエコロジー的意識から来る循環完結の技術体系とい

うマクロな視点から，TA とは技術の再点検・再調整で

あるという定義が広まった．技術はトータルシステムと

して捉えられ，予測・評価・コントロールという技術開

発プロセスのあらゆる段階に対して介入することが（主

に民間における自主的な）TA であると認識されるよう

になった． 
 

 

Fig.1 テクノロジーアセスメントの手続きの比較 110) 

一方で，新幹線やアポロ計画に代表されるように，一

企業で扱う技術の枠を超えたプロジェクトの制御に関心

があったのもこの時代である．よりマクロで公的な技術

のガバナンスを考えた場合，いったん開始されたプロジ

ェクトのコントロールは難しいため，より早い段階，予

測や評価のあり方に関心が寄せられた．このコントロー

ル段階までの介入は「構築的 TA」108)や「リアルタイム

TA」109)と呼ばれる現代的なTA概念の先取りとも言える

が，理論的・実践的基盤が脆弱であったため，理念的な

ものに留まった．また，コントロールの段階も考慮に入

れると，TA の結果が技術開発活動に反映されなければ

ならないという技術官僚的な意思決定システムが《縛り》

になってしまい，意思決定者にとって好ましい結論を導

こうとして議題や評価の進め方などに合理性や柔軟性が

持てなくなってしまった．通産省における TA の事例研

究でも，を見ると，手本としたマイター社の手続きから

アセスメント実施範囲の設定が省かれ，代替的行動の明

確化が対応策の検討に置き換えられているように，省庁

での TA は各省庁・部局の所掌を超えない範囲で技術や

その影響を見るため，プロジェクトベースの活動となっ

ている．そしてそれは日本において TA を象徴していた

《トータル》という理念から外れる道を進むこととなっ

た． 
 1980 年代半ばに研究開発評価が制度として整備され

るようになると，TA の必要性についての議論が低調に

なった．この頃の国会での論戦を見ると，プロジェクト

評価と TA が同一視されており，政府は政府による研究

開発評価の制度化をもって TA の機能は果たされるとい

う主張を維持し，議員もそれに異議を挟まなかった．し

かし，80年代後半になり貿易摩擦や知的所有権の問題が

大きくなると，日本の国家技術戦略が求められるように

なり，ここで各省庁のプロジェクト単位では扱えない技

術の社会的影響を見るべく議会 TA 機関を設置しようと

いう流れが再び強まった．国会議員からなる科学技術と

政策の会は5年にわたって法制化の働きかけを行ったが，

行政官や人文系学者の反対に加え，国会図書館の消極性，

国会議員の能力や関心といった問題もあって，TA の制

度化はついに実現しなかった． 
 技術予測は TA という言葉が誕生する以前からあり，

各手法も充実していた．1969年の訪米時にデルファイ法

の詳細な実践方法について学んだ牧野昇は，早速その手

法を日本で用いるべく科学技術庁での技術予測検討委員

会に加わり，以後中心的に技術予測調査に関わっていっ

た．そこではラムソン流の定義である予測（perception）
の段階に関心があるということであり，評価とは異なり

特定の利害関係者が反対する可能性も少なく，個々の技

術の発展を楽観的に予測していたので，縦割り型の原局

も特段に反対する理由はなかったと見られる．一方の通

産省は，70年代から脱工業化社会を目指し，さらに石油

危機から来るエネルギー問題に対処すべく産業構造の将

来のあり方を模索し始めた．「計画的市場経済」と自ら名

乗るように，こうしたビジョンに基づき産業戦略を立案

した．通産省における TA 活動は，大きな産業技術ビジ

ョン・戦略の中に位置づけられることになり，技術の社

会受容性を高めるための装置として認識されるようにな

った． 
 このように見ると，日本における TA は概念的・手法

的に見るとシステムマネジメントであり，政策志向性や

意思決定の戦略性を高めた活動として方法論が発展し，

実際に制度化したものは評価やフォーサイトであった．

こうしたTA，研究開発評価，技術フォーサイトは，1970
年代後半に提唱されたSANT（systems assessment of new 
technology）111)と呼ばれたシステムズアプローチの構成要

素でもある．これは同様の構成要素で1990年代後半に概

① アセスメント実施
範囲の規定

② 重要技術の記述

③ 社会の状態の
展開

④ インパクト分野の
明確化

⑤ 予備的インパクト
分析

⑥ 可能なｱｸｼｮﾝ・
ｵﾌﾟｼｮﾝの明確化

⑦ 最終的インパクト
分析

① 技術概要の把握

② インパクトの抽出

③ インパクトの整理
・分析

④ 対応策の検討

⑤ 総合評価

マイター社 通産省
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念化された戦略的知性 112)113)という政策ネットワーク的

なフレームワークとは異なり，すべての活動を一つのト

ータルシステムとして扱うものである．日本では TA が

評価やフォーサイトに置き換わってしまったが，ここに

トータルシステムそのものの概念的・方法論的問題と日

本の文脈に特有の問題が浮かび上がってくる． 
 
6.2. トータルシステムと政治 
 ここまで議論してきた日本の TA（的な）活動はトー

タルシステムという考え方に根ざしており，人々の多様

な価値観を内包した，曖昧さのない一つの自己完結的な

体系で表しうるとされる．たとえば石本は「金銭的尺度

以外に，福祉的価値観をも盛り込んだ“新たな価値体系”

をどう作り上げるか．また，それを如何に国民的コンセ

ンサスのあるものにしてゆくか」114)を TA の手法開発上

の課題の一つに挙げる．また，TA の主導的立場にあっ

た岸田はこう語る．「自分だけが考えたくないと思ってい

ても，ほかの人はその問題こそ考えたいのだともし思っ

ているとすれば，そういう状況があることを考慮に入れ

てウエイトづけを決定しなければなりません」115)116)．つ

まり問題は見落とされるか，意図的に考慮から外される

ことはあるものの，問題に対する認識そのものが人によ

って異なる可能性を見ておらず，さらに人々の認識を総

合して最適解を判断できる客観的観測者として TA の実

践者を捉えている． 
 こうした見方は，佐藤がいみじくも描いた1960年代後

半の日本の風潮に原点を求めることができる．「アポロの

成功に象徴されるアメリカの研究開発を学習し，日本社

会へ導入をこころみる過程で『システム幻想』といえる

ような考え方が，経営者・政治家・社会科学研究者・企

画行政官などを中心に醸成されるにいたった．どのよう

な課題も，それを構成している下位の諸課題に分解し，

その解決策を順序づけ総合化することで『技術的・科学

的に』解決することができるとする信念である」117)．こ

れを担うと期待されたアクターの一つがシンクタンクで

あり，アプローチの一つがTAであった． 
 しかし欧米の未来学者はシステム幻想に警鐘を鳴らし

ていたのである．たとえばドラッカーは，システム的方

法は社会経済の分野でも有効であることが立証されなけ

ればならないが，「不確定性や選択，選好の相違の斟酌な

どの問題が起きてくる」とする．「それは政治的意思決定，

つまり科学的でも実態的でもない異なる価値間の選択の

問題である．政治的な意思決定は政治家によってされる

ほかはない」．そして多くの科学者はそれに気づいていな

いことを懸念する 118)．ベルは，多くのプロジェクトが共

同的組織によって実施されるようになると，個人的選好

の不一致を超えて社会的選択を作り出そうとする努力は

必然的に価値抗争を先鋭化させると説く．こうした問題

は「技術的基準では解決できない．どうしてもこれらは

価値と政治的選択にかかわる問題なのである」119)．これ

らを見ると，日本では初期の TA 概念に政治の要素が欠

けていたと考えられる．TA は《超技術》と呼ばれるよ

うな，科学技術的な手法による科学技術と社会のコント

ロールを指していたが，やがてそれは逆に1970年代後半

には評価やフォーサイトという意思決定者が政治的に利

用しやすい形に変容されることとなった．そして 1980
年代以降になると，行政や官僚に対抗して国会議員が政

治による科学技術のコントロールをするため，国家技術

戦略としてのTAが注目されるようになった． 
 経済的に一定水準を達成した 1960 年代後半の日本社

会では，生活の質の向上を求めて「多様な価値観」とい

うフレーズがよく見られるようになったが，その扱いは

人々の価値の《総合》であり，人々の見方（フレーミン

グ）120)の多様性を考慮していない．これは OTA など欧

米の TA 機関が政治的闘争を経て勝ち取った価値の《調

整》とは明確に異なる 121)122)123)．古典的なTA概念が輸入

されたものの，政治との距離が近づかないまま制度化へ

の道筋をつけられずに方法論的な変容に伴い TA 概念が

衰退していった日本に対し，欧米では政治的な文脈のな

かで制度や手続きが発達し，そこから逆に新しい TA 概

念 124)が生み出されていったのである． 
 TA の推進者は技術官僚的な理念 125)をもって，政治的

な議論を必要としない制度を求め，逆に行政官は自らの

政治的意思決定に対する科学の介入を好まなかったため，

両者の思惑の乖離により TA は存在意義を失い，制度化

されることはなくなった．意見の対立が考えられる技術

はその対立が巧妙に避けられた議題の設定がなされ，そ

の発展に意見の対立がない技術に対する TA は言わば

「当たり前」のものであった．どちらも意思決定者の望

ましい形に落ち着くという意味で結論が見えていたため，

誰にとってもTAの意義がなくなった．1980年代以降に

国会議員が行政や官僚への対抗手段として TA の意義を

再び見出したものの，制度化は断念された． 
 これは，TA は意思決定に資するものでなければなら

ないということを必ずしも意味しないが，政治・政策的

文脈を意識した活動でなければならないということであ

る．いわゆる参加型 TA においては意思決定支援を一義

的な目的としたものは少ないが，単なる科学コミュニケ

ーションや市民関与と呼ばれる活動と差別化するために

は，政治的・社会的問題のフレーミングや政策的議題の

設定に向けた実践である必要がある．日本では1990年代

後半からコンセンサス会議が政府機関等で試みられるよ

うになり，それに対し問題の可視化といった一定の評価

がなされている 126)．ただし「参加型 TA」より「コンセ

ンサス会議」という名で知られる活動であることが示唆

しているように，手段が目的に先立つという危うさを孕
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んでいる．これは，かつての TA がシステムマネジメン

トの一形態として，手法を精緻化すれば有用な結果が得

られると漠然と期待されていたことを彷彿とさせる． 
 
 
7. 結論 
 
 本稿ではシステムマネジメント，プロジェクト評価，

技術フォーサイトという3つの隣接的概念および方法論

から始め，その政治的背景と絡めて TA の歴史を再構築

した．これにより，日本において TA が定着しなかった

理由は次のように結論づけられる．概念的に見ると，1960
年代後半から芽生えたシステム幻想に導かれる形で，TA
という概念がマネジメントの色彩を強く帯びたことが大

きい．ラムソンの予測・評価・コントロールという3段
階の TA のあり方は，コントロールのために技術開発主

体である企業の自主的な取り組みを要請するものであり，

また省庁においてはコントロール可能なプロジェクト単

位での TA 活動を示唆することになった．やがて技術と

社会の関わりの大きさ，複雑さからコントロールが難し

いことが認識されると，予測・評価活動が重視されるよ

うになり，科技庁と通産省はそれぞれTAの一部として，

やがてその代替として予測・評価活動を制度化するよう

になった． 
 政治的に見ると，70年代は，政府においては省庁・部

局間の縦割りが強く横割り型の TA 活動を嫌ったこと，

それにより実務レベルの行政官にとっては制度化の実現

味が乏しかったことが言える．一方の国会では議会 TA
機関の必要性を認識しなかった．80年代以降は，政府に

おいては研究開発評価や技術予測・ビジョン・戦略など

の制度化が進み TA の意義が薄れたこと，国会において

はそうした代替的な活動などを理由に官僚の抵抗が強か

ったことが挙げられる．そして手法的には，トータルシ

ステムという理念に束縛された実証主義的方法論の追求

により，結果としてその限界が露呈して手法そのものが

廃れたことが言える．ただし，最近では対象を包括的に

捉えるというトータルシステム的思考が欠落し，断片的

な分析や評価が多くなっているように見えることから，

トータルシステムによる包括的なアプローチには一定の

意義があったとも考えられる． 
 TA は価値が対立するような政治的問題を扱うことを

本質とするが，《政治の科学化》を目指したTAの推進者

はあらゆる価値を内包した一つのトータルシステムとし

て技術的に問題解決を図ろうとした．しかしそれは予

測・評価活動で代替しうるものと見なされた．1980年代

以降になり，TA は国家技術戦略策定のための手段とし

て《科学の政治化》を目指す有識者や国会議員の関心を

集めたものの，社会的・政治的要因が重なったことによ

り，議会 TA 機関の設立は果たされなかった．こうして

再構築された歴史の随所に日本における TA の根源的な

課題が浮かび上がっているが，日本で TA が定着しなか

ったことについてこうした実態を把握してこなかったわ

れわれ社会科学者の自省も求められる．それが，今後の

TA の制度化についての議論に良い展望を与えることに

なるだろう． 
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i) PPBS（Planning-Programming,-Budgeting System）とは1968

年度予算から米国連邦全省庁に導入された実証主義的分

析手法に基づく予算編成システムであるが，1971年には

その試みは放棄されている． 

ii) フォーサイトはもともと1980年代に英国の科学技術政策

研究者によって導入された概念であり，日本の各省庁・

民間における技術予測や優先順位付け，ビジョンなどの

技術研究開発戦略から着想を得ている 127)128)129)．英国では

その後独自にフォーサイトの実践を発展させ，近年，そ

れが日本に逆輸入される形で「フォーサイト」という用

語が広まった．1990年代以降フォーサイト活動の視点や

手法，目的が多様化してきており 130)，日本での現在の活

動をフォーサイトとして過去の技術予測などの活動と区

別する議論もあるが 131)，本稿ではフォーサイトの本来的

な語用法に従った． 



社会技術研究論文集 Vol.6, 42-57, Mar. 2009 

57 

 
 

 
TECHNOLOGY ASSESSMENT IN JAPAN: RECONSTRUCTION OF THE 

CONCEPTS AND HISTORY 
 

Go YOSHIZAWA1 
 

1Ph.D. (Science and Technology Policy) Project Researcher, Graduate School of Public Policy, University of Tokyo 
(E-mail: g-yoshizawa@pp.u-tokyo.ac.jp) 

 
 

Technology assessment (TA), the concept of which was introduced in the late 1960s, revealed the aspect of total 
system management in Japan. While private sectors expected public sectors to undertake the exercise by reason that 
stakes at issue are beyond the scope of business world, the government rationalized and legitimized by this concept 
forecasting and evaluating exercises on a per-project basis. By examining the processes in which TA concepts have 
been differently interpreted and adopted by different actors like industries, ministries and Diet members and these 
have been metamorphosed without expression of the essential function of TA, this article follows the methodological 
transitions from system management to evaluation and foresight and their political contexts. 
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